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 発達障がいに関する出張相談 　無料　 
  日  北区：7月21日（木）午前10時～午
後1時、東区：8月4日（木）午前9時～
正午  場  区役所  対  発達障がいでお悩
みの小学生以上の方またはその家
族  申  電 話 ま た は ホ ー ム ペ ー ジ
（ ht tps : / /www.kumamoto -
minawa.com/）で発達障がい者支援
センター「みなわ」（☎366-1919）へ
（子ども発達支援センター　☎366-8240）

 自死遺族家族ミーティング　　無料　 
  日  7月28日（木）午後2時～4時  場  熊
本県精神保健福祉センター（東区月出
3丁目1-120）  内  大切な方を自死（自
殺）で亡くされた方々が安心して心の
内をお話しできる場  申  当日直接会場
へ（初めての方は要電話） ※来所相談
（要予約）も可。  問  こころの健康セン
ター（平日午前9時～午後4時）
（こころの健康センター　☎362-8100）

 ひきこもりについてお悩みではありませんか  

①ひきこもりサポーター養成研修
　（一般向け）
  日  7月22日（金）、29日（金）午前9
時半～午後3時半  場  希望荘大ホー
ル  対  心理・福祉系大学および大学
院の学生、元教員、民生・児童委員な
ど  定  15人（先着順）  申  7月11日か
ら電話でひきこもり支援センター
「りんく」へ
②ひきこもり家族教室
  日  7月11日（月）午後1時半～3時
半  場  ウェルパルくまもと3階 

  題  問題行動の理解＆暴力的行動の
予防  師  支援センター職員  対  ひき
こもりのことでお悩みの家族  申  初
めての方は要予約
詳しくは、電話またはホームページ

（ http://www.kumamoto-link.
com/）でひきこもり支援センター
「りんく」（☎366-2220 平日午前9時
～午後4時）へ。
（こころの健康センター　☎362-8100）

 がん相談ホットライン  
  日  月・木曜日：午前9時半～正午、午
後1時～3時半（年末年始、祝日を除
く）  場  ウェルパルくまもと4階（医療
政策課内）  内  がんに関する不安や疑
問、相談等にがん経験者がお応えしま
す ※治療法などに関する医療相談で
はありません。
【専門相談員】がん経験者
【電話相談】☎364-3355
※新型コロナウイルス感染症の感染
拡大防止のため対面での相談は中
止しています。
  （医療政策課　☎364-3186）

 在宅医療相談窓口  
  日  平日午前9時～午後5時 ※正午か
ら午後1時を除く（土日祝および年末
年始は休み）  内  在宅医療に関する相
談（例：訪問してくれる医師を教えて
ほしい、病院から在宅への移行に関す
ること等）  対  市民または医療・介護・
福祉関係者など（いずれも市内に住む
方、あるいは勤務する方）
【電話相談】☎364-2600
  （医療政策課　☎364-3186）

 難病に関する相談  
  内  県難病相談・支援センターでは、相
談支援員が常駐し、難病に関する相談
（日常生活、療養、仕事に関することな
ど）を受けています
【電話相談】☎331-0555 平日午前9時
～午後4時
【メール相談】nanbyo-0555@extra.
ocn.ne.jp
  対  難病の患者・家族
※県難病相談・支援センターのホーム
ページ、フェイスブックでも、難病
に関する情報を掲載しています。
  （医療政策課　☎364-3300）

 日本脳炎の予防接種を受けましょう  　無料　 

【対象者】
①平成21年4月2日以降に生まれた
方で6か月～7歳半未満および9歳
～13歳未満の方
②平成14年4月2日～平成19年4月1
日に生まれた20歳未満の方（1期お
よび2期の未接種分を接種できま
す。）
③平成21年4月2日～平成21年10月
1日に生まれた方で7歳半までに1
期接種（3回）がお済みでない13歳
未満の方（9歳～13歳の間に1期の
未接種分と2期の接種ができます。）
※今年度は高校3年生相当の方（平成
16年4月2日～平成17年4月1日
生）と小学4～5年生の方（平成23
年4月2日～平成25年4月1日生）に、
勧奨はがきを送付します。

【標準的な接種時期】1期初回（2回）…3

歳／1期追加（1回）…4歳／2期（1回）
…9歳（1期の接種から概ね5年後）
※接種方法など詳しくは、感染症対策
課へ。

【接種期間】通年  場  市指定医療機関 
  持  親子（母子）健康手帳、送付したは
がき（お持ちの方）
（感染症対策課予防接種相談電話
  　☎372-0700）

 がん検診無料クーポン券は早めに利用を  

対象の女性に乳がん・子宮頸がん検
診無料クーポン券を送付しています。
有効期間は、7月1日～来年2月28日
までです。期限が迫ると予約が集中し
受診ができないこともありますので、
早めに受診しましょう。

種類 対象年齢
（2022年4月1日現在）

乳がん検診
（女性）

40歳の方（昭和56年4月
2日～昭和57年4月1日
生まれの方）

子宮頸がん
検診（女性）

20歳の方（平成13年4月
2日～平成14年4月1日
生まれの方）

■4月21日以降本市に転入した方へ
上記対象に該当の方には、本市のが
ん検診無料クーポン券の交付を行い
ます。
  持  前住所地発行の無料クーポン券、
住所、氏名および生年月日が確認でき
る書類（保険証、運転免許証など） 
  申  7月1日から区役所保健子ども課、
健康づくり推進課へ
 （健康づくり推進課　☎361-2145）

 ①後期高齢者医療被保険者証（保険証）②後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証および後期
高齢者医療限度額適用認定証③保険料額決定通知書を7月中旬に送付します 
①10月1日から後期高齢者医療保険の病
院等での窓口負担割合の見直しにより、
2割負担が新設されることに伴い、令和4
年度は保険証を2回交付します。

※現在お持ちの保険証（黄色）の有効期限は、7
月31日までとなっています。
新しい保険証に記載してある窓口負担割合
は、令和4年度の住民税の課税所得をもとに
判定しています。

【1回目】
1回目の新しい保険証（オレンジ色）は、7
月中に簡易書留等で郵送します。有効期間
は「令和4年8月1日から令和4年9月30日」
までとなっています。

【2回目】
2回目の新しい保険証（薄青色）は、9月中
に簡易書留等で郵送します。有効期間は「令
和4年10月1日から令和5年7月31日」まで
となっています。
令和4年10月1日からの病院等での窓口
負担割合は、右の表のとおり判定されます。

②8月1日から使用する新しい後期高齢
者医療限度額適用・標準負担額減額認
定証（減額証）・限度額適用認定証（限
度証）を送付します。限度額適用・標準
負担額減額認定証の色が「黄色」から
「薄青色」に変わりますが限度額適用
認定証は桃色のままです。
※7月31日で有効期限の減額証・限度証
は8月1日以降使えませんので、ご注意
ください。

③令和4年度後期高齢者医療保険料額決
定通知書（保険料のお知らせ）を郵送
します。令和3年中の所得をもとに保
険料を決定しています。
保険料額決定通知書をご覧ください。

詳しくは、保険証・保険料等については区
役所区民課、総合出張所へ。制度については、
厚生労働省コールセンター（☎0120-002-
719）、熊本県広域連合（☎368-6777）へ。
　
  （国保年金課　☎328-2280）

↗↗


